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1.はじめに-続発する組織不祥事一

本稿の目的は,組織不祥事を分析する1つの切り口としての｢組織倫理(Organizational Ethics)｣

研究の重要性,とりわけ｢いかなる組織倫理をいかにして持つべきか｣を闘うのと同じかそれ以上に

｢当該組織がいかなる組織倫理を持ち,それがいかに形成されていったのか｣を明らかにするモデル

の構築がまずもって重要であることを主張することにある｡

さて,本稿筆者は,前著において各自の｢他者への配慮｣,つまり他者を想い,理解し,そして心

を配り,ときに労わる気持ちこそが社会で皆がしあわせに生きゆくうえで非常に大切で根本的なもの

であると,稚拙かつ浅慮ではあるがその倫理的態度を明らかにした｡そして,同時に,組織の倫理と

は｢他者への配慮ある協働｣の実施であると主張した1)｡しかし,この他者への配慮の欠如した組織

による不祥事が今日においても後を絶たない｡

たとえば,最近では,有毒な農薬メタミドホスやカビ毒アラトキシンなどが基準値以上に残留し通

常ならば非食用(たとえば工業用の糊や肥料周など)として流通･利用されなければならない輸入米

(通称事故米)をその安値(食用の1/10の価格)に目をつけた米粉加工販売会社が利ぎゃ目的で大量

に仕入れ,食用として不正に転売をしていたという不祥事が問題になっている｡さいわいなことに消

費者への健康被害は今のところ(2008年9月現在)出ていないようであるが,しかし,取引先の焼酎

メーカーなどは自主回収を強いられ経営上の深刻な被害を被り,また流通先のひとつである米穀販売

会社では同問題を慮った社長が自ら命を絶ってしまった｡また当の不祥事を起こした会社も経営状態

を悪化させ,従業員を順次解雇している｡さらには,風評などの被害を受けた焼酎メーカーから損害

賠償訴訟が起こされてもいる2)｡

他者への配慮を欠き,目先の私利私欲に溺れた組織は,多くの罪のない他者を巻き込み傷つけてし

まう｡そして,結局は,上述の例のように自らの首を絞めることになる｡不祥事の多くは,一様にこ

のような末路を辿ることになる｡

そうなることは分かっているはずなのに,なぜこのようなことをしてしまうのか?繰り返しにな

るが,上述のごとく本稿では,このような組織不祥事を分析する1つの切り口として｢組織倫理｣を

取り上げる｡そして,とりわけ｢いかなる組織倫理をいかにして持つべきか｣を問うのと同じかそれ

以上に｢当該組織がいかなる組織倫理を持ち,それがいかに形成されていったのか｣をまず明らかに

すること,そしてそのためのモデルの構築が重要であることを主張したいと考えている｡

そこで本稿ではまず,組織の不祥事が相次ぐ｢この社会における倫理｣の状況について,マッキン

タイア(A.MacIntyre),リオタールU.F.Lyotard),ギデンズ(A.Giddens)の所論を検討し,そ

の検討から社会における倫理の相対化ないし欠如が組織の不祥事を助長しているのではないかと主張
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図表1　本稿筆者の倫理観と組織倫理

する｡またそのような社会だからこそ組織はあるべき倫理的価値観を身につける必要があることを主

張する｡次に,以上のように組織の倫理が｢いかにあるべきか,それをいかに身につけるか｣を論じ

るのと同時に｢その組織においていかなる倫理がいかに形成されたのか｣を分析する重要性を説き,

その分析のモデルについて先行研究(メスナ- (M.Messner)やデイラード&ユーサス　U.F.Di1-

1ard　&　K.Yuthas),そして間鴨といったギデンズの構造化理論を応用した研究)を元に検討を加え

る｡そして,最後に本稿をまとめ,残された課題について検討を加えることにする｡

2.社会における倫理の多元化･相対化

さて,では,まず社会における倫理の現状を3人の著名な思想家,社会学者の所論から検討し,組

織不祥事が続発する社会的背景と組織不祥事の分析における｢倫理｣的観点の重要性を明らかにして

いくことにしよう｡

2-1.マッキンタイアの所論3)

マッキンタイアによれば,近代啓蒙主義は,アリストテレスらによって示され,それまでの社会に

おいて支配的であった伝統的な倫理観･道徳観を拒絶し,倫理･道徳を神学や法律,審美の領域など

に依存せずに合理的に正当化しようと企てた｡つまり,啓蒙主義は, ｢道徳判断の本性と根拠につい

ての真なる結論に到達することは,ただ理性だけで可能となる｣4)と考えたのである｡言い換えるな

らば,啓蒙主義は道徳の非宗教的な正当化を企てたのである｡しかし,その試みは,伝統的な道徳の

合理的基礎であった人間本性の理解を切り捨て,道徳の諸規則だけを残しその正当性を理性に求めよ

うという,木に竹を接ぐような首尾一貫性を欠いたあまりに無茶なものであった｡それゆえ結局この

企ては失敗し,その結果社会には,倫理･道徳の相対主義的な捉え方,つまりマッキンタイアのいう

ところの｢情緒主義｣が残されてしまった｡すなわち,情緒主義とは, ｢客観的で非人称的な道徳的

基準が存在するといういかなる主張に対しても,その妥当な合理的正当化は何もないし,ありえない

のだ｡したがってその基準は何もない｣5)という社会の道徳理解であり,この情緒主義的道徳理解の

拡がりにより今日は, ｢美徳なき時代｣になってしまったという｡

ちなみにマッキンタイアは,このような社会を憂い, ｢古典的伝統に連なる徳の倫理学の復権｣6)を
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目指しているが,いずれにしても,彼は,啓蒙主義以降今日に至るまでの社会を美徳なき相対主義的

な社会と捉えたのである｡

2-2.リオタールの所論7)

リオタールは,倫理についてというより,それを含んだ70年代80年代以降の社会における価値の相

対化状況について以下のように論じている｡

リオタールは, ｢大きな物語｣に依拠した科学的知によって支えられた社会の知の状況をモダンと

呼んだ｡この大きな物語とは, ｢理性的で自立的な主体が合意によって真理と正義を共有しあい,進

歩思想を核とする歴史的志向性と功利主義的態度によって社会を運営し,結果として社会の進歩と人

間の幸福が実現される｣8)とする物語である｡リオタールに言わせれば,モダンの社会はこの物語を

普遍の価値とし,これによって正当化された科学的な知によってこれまで支えられてきた｡

しかし,ベトナム戦争におけるアメリカの失敗や南北間題,ベルリンの壁の崩壊,ソビエト連邦の

崩壊による冷戦構造の終結といった出来事がこれまでのモダン社会を揺るがし,そして同時にこれま

でのモダン社会の支えとなっていた大きな物語に不信感を抱かせるようになった｡このように大きな

物語が揺らぐと,代わって科学と結びついて社会の進歩や経済の発展を先導してきた｢技術｣という

知が大きな物語のオルタナテイヴな価値として｢遂行性｣や｢効率｣を提供するようになった｡それ

によって,社会は, ｢真理｣や｢自由｣に代わり｢効率｣が現実を正当化する価値とされる社会にな

ろうとしていた｡このような状況下で,人々は,大きな物語,さらにはそれに取って代わって現実や

科学の正当化根拠となろうとする｢効率｣を懐疑,拒否し,それらに代わる新たな知のあり方を求め

ようとした｡このような社会における知の状況をリオタールは｢ポストモダン｣と呼んだ｡

ポストモダン的状況では,人々の思考はさまざまな言説を成立させる基盤の妥当性を疑い,その基

盤の真理性を保証するものを問いただすというネガティヴな哲学に立脚している｡また,既存の科学

(客観主義的科学)を懐疑し,創造的であれば局所的でも未知なる領域を明らかにする科学を善しと

する｡つまり,ポストモダン社会は,知や価値について非常に多元主義的で相対主義的であることを

図表2　三者の共通項
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容認,むしろ歓迎する社会なのである｡

これらから,リオタールの言うポストモダン的な社会状況では,倫理的価値観においても多元化･

相対化を容認するものと考えることができよう｡

2-3.ギデンズの所論9)

ギデンズは,上述のリオタールと異なり,今日をモダンの懐疑の上に立った時代としではなく,モ

ダンの徹底化の所産として考え,そうした今日をハイモダニティと呼ぶ｡ギデンズによれば,ハイモ

ダニティという時代にあって,社会は見境のない再帰性(社会の日々の営みや慣習の知識による際限

のない見直し)を加速度的に繰り返し,それによって方向感覚を喪失している｡つまり不確実性の度

が増しているというわけである10)｡また,それによって人々は,先行きを予期出来ない,思い通りに

いかないといった不安を抱くようになっているとしている｡そして,ギデンズに言わせれば,そのよ

うな加速した再帰性と抽象システム(経済システムや法システム,そして専門知識のシステムなどの

こと)への内的準拠の強化(抽象システムの枠の中ですべてを捉え,それに基づいて社会が再帰的に

創出されていくこと)によって,今日の社会は,道徳性が欠如しはじめている11)｡

つまり,ギデンズは,経済システムや法システム,専門知識のシステムといった社会を覆う抽象的

なシステムに過度に依存して｢社会の見直し･捉え直し｣を行うことによって今日の社会は倫理や道

徳を喪失してしまっているというのである｡

2-4.社会における倫理の多元化と組織不祥事

以上三者の主張が歴史や今日の世界(とりわけ日本)を見る目として正しいか否かは,議論の余地

がある｡しかし,今日の日本社会は,彼らが唱えるように倫理や道徳的価値が多元化し相対化され

(あるいは喪失し),何が善く何が悪いのか,人々の持つそれが非常に唆味なものになっているように

本稿筆者には思えてならない｡繰り返される無差別殺傷事件や親子間における殺人,ネット上での誹

誇中傷(いわゆる炎上や裏サイト),経済格差の拡大をあえて助長するような経済政策,墳末な例で

あれば電車内での地べた座りなど,倫理観や道徳観を疑いたくなることが多く見られる｡

そして,このような状況下では,本稿の主たる分析対象である組織不祥事もまた多発すると考えら

れる｡このような社会の不確実性の増大や倫理の相対化･欠如は,組織の過度に利己的な行動すら善

しとするだろう｡また,たとえば,本稿筆者が以前議論したように12),組織アイデンティティ論によ

れば,それら社会の不確実性の増大や倫理の相対化･欠如は,人々に自らのアイデンティティの拠り

どころを組織に過度に求めるよう促し,組織に隷属する(組織不祥事に手を染めるような)危うい

｢会社人間｣を生んでしまう｡また一方で,今日にあっては,リストラやM&A,中間労働市場の隆

盛,成果主義などが組織内の不確実性をも高め,社会だけでなく組織すら個人がアイデンティティを
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帰属させる拠りどころであり得なくなってもいる｡このような状況下,人の公的意識を欠如させ,上

述した組織のように利己的行為,たとえば,組織的立場を利用した横領のような組織｢内｣での不祥

事などに及ばせる危険性も考えられる｡また,不祥事とは関係ないが,このようなアイデンティティ

の漂流に,人は孤立し,心を病み,この世の中に絶望するかもしれない13)｡実際,それらは,働き盛

りの衝,自殺,ひきこもり,ニートとして今日社会問題化している｡

議論を戻すと,すなわち,社会における倫理の相対化や欠如は,組織不祥事の発生の余地を広く与

えてしまうのである｡それだからこそ,そして組織社会と呼ばれるほどに強い影響力を持っている今

日だからこそ,組織は,しっかりと倫理的価値観を持つ必要があり,経営学は,コンプライアンスや

コーポレートガバナンス, SOXなどと同様に組織の倫理がいかにあるべきかを議論する必要がある

のである｡

3. ｢いかにあるべきか?｣と同時に｢いかにあるのか?　いかに形成されたのか?｣

前章で示したように,今日のように社会において倫理観や道徳観が多元化しまたは喪失した中に

あっては非常に難しいことかも知れないが,組織倫理のあるべき姿を問い,あるべきそれを身につけ

ることは非常に重要であり,目下の急務である｡たとえば,ワイク&サトクリフ(KE.Weick&K.

M. Sutcliffe)やリーズンU. Reason)は, HRO (高信頼性組織, HighReliabilityOrganization)と呼

ばれる｢過失や大惨事がおきやすい状況下で優れたパフォーマンスを上げる｣ 14)組織の研究から,安

全文化(safetyculture)という1つの倫理的価値観の構築を組織事故軽減･防止の1つの方法として

提唱している15)｡さらに彼らは,その安全文化を組織が身につけるために,失敗から学ぶ仕組みやオ

ペレーションを重視する仕組みなどいくつかの実際的な導入方法を示してもいる｡また,本稿筆者の

掲げる組織倫理｢他者への配慮ある協働の実現｣も浅慮ではあるが,あるべき組織の倫理観であると

考えられるし,上述の安全文化をも包含する普遍的なそれであると言えよう｡

しかし,その組織が倫理的に病んでいたあるいは組織を取り巻く社会が病んでいたならば,いくら

崇高な倫理を理想的な方法でもって導入したとしても,そう簡単に定着するものではない｡ ｢導入当

初は,当事者の意識も変わり,倫理的風土が湧き上がるが,時が経てば,風化し,倫理的にやむ現場

に戻るのである｣16)｡さらには,いくら法律の麓をきつく締めようとも｢司法の目をかいくぐるべ

く,より巧妙で悪質な実務を考え出す｣17)のである｡

たしかに,本稿筆者が以前研究した三菱自動車工業でも2000年に一度日のリコール隠しが発覚した

級,新COOの下, 2001年の大々的な再建計画(｢ターンアラウンド計画｣)の中で企業風土改革が図

られたが,その後2004年にさらに2度目のリコール隠しが発覚している18)｡

つまり,ただただ理想的な組織倫理観を検討し打ち立てるだけでも,またそれを導入すべく策を練

るだけでもだめだということである｡それと同時,いやそれに先立って,当該組織に現在いかなる倫
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図表3　2つ(?)の研究視点｡そのどちらも重要｡

こちらも大事だが, 

組織倫理 

いかにあるべき?(規範的) 優れた倫理をいかに導入するか? 

(実証論的) 

理観が住み着き,またそれはいかに形成されていったのかを明らかにする必要があるし,またそのた

めのモデルが必要なのである｡

では,つぎに,その｢当該組織においていかなる倫理がいかに形成されたのか｣を分析するための

モデルには,いかなるものがあり,またいかなるものが有効か?　それについてメスナ- (M.

Messner)やデイラード&ユーサス　U.F.Dillard&K.Yuthas),そして間鴨といったギデンズの構

造化理論を応用した先行研究を中心に検討を加えていくことにしよう｡

4. ｢いかにあるのか?いかに形成されたのか?｣,組織倫理とそq)形成プロセス

ーギデンズの構造化理論を応用した分析モデルを中'いニー

4-1.組織倫理の形成プロセスと｢構造化｣という視点の重要性

当該組織の組織倫理が現在いかなるものであり,さらにそれらはいかにして形成されていったの

か?を明らかにしようという研究には,さまざまなアプローチがある｡たとえば,今から取り上げる

シーマン&ラスク&コーンバーガー(S.Seemann, S.I.aske & M.Komberger)のプラクティスアプ

ローチ(practice approach)もその1つである｡

シーマン&ラスク&コーンバーガーは,組織倫理のこれまでの研究の主流である倫理内容への原則

的に規範的なスタンスや,倫理的コンテクストと組織パフォーマンスの間のポジテイヴな関係を確立

しようとするマネジメント志向で実証志向の研究ではなく,日々の組織プロセスやルーティン,そし

てプラクティス(実践)における倫理の埋め込みやイナクトメントの様を明らかにする研究を志向し

ている19)｡彼らによれば,組織倫理は,日々の組織メンバーの行為(たとえば顧客との交渉や未来に

ついての戦略化(strategize))を通じて再帰的(recursive),回顧的(retrospect)に構成されるもの

であり,また推論的(discursive)にセンスメ-キングされるものである20)｡また,彼らによれば,

組織倫理は,善悪のハツキリした価値のシステムではなく,メンバーを通じて構成されるかなり唆味

で不安定な厄介ものである｡それゆえ,倫理をルールやコードとして明示化することは難しく,行動
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規範をつくっても,ルーティン化したコンプライアンス行動を促しても,それらは道徳的学習や道徳

的判断の実践などといった倫理的振る舞いを促さないと主張する21)｡彼らのこの主張は,組織倫理が

いかにあり,いかに形成されたのかを研究する意味を示すと共に,組織倫理という価値観そのものを

研究する意義をも示してくれており興味深い｡

さて,彼らは,以上のような主張を民族誌的(ethnographic)ないわゆる質的研究手法を用いて具

体的に明らかにしようとする｡すなわち彼らは,欧州における民間のヘルスケアプロバイダーという

急成長市場での業界リーダーのうちの1社であるメドセンター(MedCenter) (仮名)に約2年間張

り付いて参与観察やインタビューなどを通じてデータを集め,当該組織の倫理がいかにあり,また以

下に形成されていったかを明らかにしている｡ちなみに,当該組織においては,異なる事業を行なう

2つの部門(宿泊飲食サービス部門と医療部門)において異なる倫理がプラクティスとして表出して

いるとしている｡つまり,一方の宿泊飲食サービス部門では｢お客様は王様である｣と,もう一方の

医療部門では｢お客様は治療を必要とする人間である｣とそれぞれに異なる顧客観が存在し,それに

よっておのずと異なる顧客に対する倫理観,そして異なる倫理的振る舞いが生じていたとしている｡

さらには,それら2つの倫理はコンフリクトを起こしているとしている22)｡

以上のようなアプローチは,非常に興味深い｡彼らのそれは,理論的にはワイク(K.E.Weick)

の組織化,バーガー&ルックマン(P.LBerger&T.Luckmann)の社会的構成などを用い,方法と

しては上述のように質的研究手法を用い,個別具体的なケースにおける具体的な倫理の在り棟とその

ダイナミズムを明らかにしようと試みている｡しかし,同研究は,その多くを相互行為レベルでの議

論に終始し,行為と構造ないし相互行為と組織の間のダイナミクスを見るに至っておらず,そこには

若干の物足りなさが感じられる｡本稿筆者が組織文化論においてすでに明らかにしているように,組

織倫理研究においてもその組織倫理のダイナミックな形成のプロセスを明らかにするには,相互行為

レベルのみならず,相互行為と組織,そして社会といった3つのレベルの相互影響関係を包括的に捉

えることの出来る理論がやはり必要なのではないかと考えるのである｡

そこで,本稿では,次に,その｢相互行為と組織,そして社会の相互影響関係を包括的に捉えるこ

との出来る理論｣のひとつである｢構造化理論(Stmcturation Theory)｣を応用し,組織倫理研究を

企てる先行研究を検討し, ｢組織倫理がいかに在りまたいかに形成されたか｣を明らかにすることの

重要さと共に,それを明らかにするために｢構造化理論｣がいかに有用であるかということを検討し

ていくことにしたい｡そのためにまずそもそも｢構造化理論｣とは何かについて本稿筆者の以前の議

論を引き合いに出しながら,押さえていくことにしよう｡

4-2.構造化理論とは?23)

構造化理論とは,主観主義･客観主義,機能主義･解釈主義の総合の試みとしてギデンズ(A.
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図表4　ギデンズ理論における基本的な諸概念の捉え方

構造 ��y�H嶌+8.ｨ+ﾘｴｹ�X,h��ﾋ��

社会システム 俔ﾉ�(,�.h,�,I<�.�,ﾈ鳬�8.(��檍,h*(,�+ﾘﾌ�.�+8.ｨ+ﾘ鳧ｭBﾘｿ8ｭHｭhﾅx,ﾉ(h,俔ﾉ�(嶌+8.ｨ.倆�橙�
的相互行為のシステム 

組織 ��ｨﾍﾘﾗ8郊,ﾈ5h5�6X8��ｸ��檍5h5�6X8�,ﾈ耳顥}��

行為 兔��)Eﾈ,����ｹ�(､X-h,ﾈ樣?ﾈ�ｸ��檍.)�y�H,ﾉ���"霄ﾘ峇饅�h,ﾉ(i�94冩�ｨH/�%8*B�

行為者 俔ﾉ�(,���+x.�&ﾘ�/�鰄+�ﾕﾉ�(/�諄,�,I���4帝Eﾉ:�4�,俎8郊+x.偃Y�ﾉ4��hﾝﾒ�

管理 ��ﾈ��,ﾈﾗ9:�*ｩ5x､ｨ+x.��ｩlｨ,ﾉ��ﾞﾈ/�,ｨ+h+ﾙ�ﾈ��,ﾈﾗ9:�,ﾈｴｹ�x,i+)���

出所:拙稿｢組織における不祥事の組織文化論的分析に関する一考察2-医療組織のケースを中心に,安全文

化と関わらせて-｣ 『専修大学経営研究所報』 166, 2005年, p. 2.

Giddens)が提示した理論であり,行為と構造の創り創られる関係(墜造堪)を中核に据え,蟹峯主

社会の相互影響関係を説明する理論である｡

ここではギデンズの構造化理論を簡単に説明するために,本稿筆者の前著における検討を踏まえな

がら,ギデンズの人間観,社会(組織)観についてまず触れ,そのうえで構造化について検討してい

くことにしよう｡

①構造化理論における行為,社会ならびに組織の概念

ギデンズによれば,行為とは｢世界内事象の進行中における,身体的存在による,現実の,ないし

企図された因果的な介入の流れ｣24)である｡換言すれば,行為とは｢変更可能な対象世界への介

入｣25)であり,つまりそれは,個人行為が社会や組織の創造や強化,変革の中心的な役割を担ってい

ることを表しているといえる｡

さらに,ギデンズによれば,この｢行為｣は,行為者の既存の構造(後述するが｢組織化された規

則と資源｣のこと)の使い方に対する意識(知識を持つ状態)に導かれる｡この構造の使い方につい

ての知識は,発話の前提条件としての文法と同じように,うまく言葉に表現できなくても確かに持っ

ている,いわば暗黙知であることが多い｡ギデンズによれば,行為者の意識は,言説的意識(discur

sive consciousness) (行為者が,行為者自身の行為の条件も含む社会的条件について,話したり言説

的表現を与えることの出来る知識を持つ状態),実践的意識(practical consciousness) (社会制度に

ついての非言説的な知識,暗黙知を持つ状態),無意識(theunconscious)という3層構造をなして

いるとされる26)｡上述の構造の使い方に対する意識,つまり行為を導く意識は,このうちのとくに実

践的意識と深く関わっているとされる｡ここから導かれる重要なギデンズの知見は, ｢行為者｣と

は,実践的意識によって暗黙的ではあるが意識的に構造を｢使って｣行為する主体的存在であるとい

うことである｡行為者は,構造の使い方に関する知識をもって｢自省的(re且exive)｣に自らや他者

の行為を評価･判断し,理由づけしながら次なる行為を繰り出していくのである｡つまり,ギデンズ
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にあって行為者は,ただ単に盲目的に構造に｢従う｣受動的存在ではないのである｡この実践的意識

を持つがゆえに,行為者は,構造化(詳しくは後述)を通して,ときに社会や組織の創造･強化･変

革を主導する積極的な行為主体になりうるのである｡ただし,ギデンズによれば,人は,まったく自

由であるという訳ではなく,構造や制裁,あるいは物質的(生物的･地理的･機械的)条件に｢拘束

(constrain)｣されているともしている27)｡

つぎに,ギデンズにおいて社会(社会システム)とは, ｢組織化された規則と資源｣としての構造

(詳述は構造化の概念の件で)によって, ｢特定の時代や社会といった限定された時間一空間関係のな

かに構造化｣28)される｢社会的相互行為のシステム｣29)であると定義される｡また,組織はこの社会

システムの1種類として捉えられており,彼は組織を｢相互行為のシステム｣と定義している｡さら

に,彼の概念定義において特徴的なのは,構造を社会システムの特性と捉え,社会システムは決して

構造そのものではなく,社会システムは｢構造を《持つ≫のである｣30)とし, 2つの同一視への注意

を促している点である｡

以上がギデンズの人間観,社会観,そして組織観である(図表4も参照)が,では次に｢構造化｣

とはいかなるものか?　次項ではそれについて吟味していくことにしよう｡

②構造化とは?

ギデンズによれば, ｢構造化の概念が意味するのは構造の2重性(dualityofstmchre)であ

る｣31)｡ギデンズは社会構造を社会システムの特性として組織化された規則と資源と把握し,その組

織化された規則と資源である｢社会構造は人間の行為作用によって構成されているだけではなく,同

時にそうした構成をまさに《媒介するもの≫である｣32)とする｡つまり,社会構造(規則と資源)

は,個人の行為によって創られるものである一方で,同時にそのような社会構造を創る個人行為その

ものを再帰的に創り出す2重の性格をもつものであるということである｡ギデンズは,まさに個人行

為と社会構造の創り創られる関係そのものを,構造化,あるいは構造の2重性と呼ぶのである｡そし

て,また,ギデンズは,本稿筆者が先に行為概念の検討で示したように,構造化には意図せざる結果

がつきものであり,個人行為と社会構造は,意図せざる結果を生み出しながらも,創り創られていく

のであるとしている｡

では,この構造化は,具体的にはいかにして行なわれるのか｡ギデンズは,この構造化の概念をよ

り具体的に展開するに当たり,個人行為と社会構造の間を実際に橋渡しするものとして｢様相(mo-

dality)｣33)という概念をさらに提示する｡この構造化の様相とは, ｢行為者が相互行為を発生させる

際に依拠するもの｣34)であり,同時に｢相互行為システムの構造的構成要素を再生産する媒体でもあ

る｣35)ものである｡つまり,個人行為と社会構造は,この様相という媒介を通してお互いに影響を与

えあう(創り創られる),つまり構造化がなされるというわけである｡さらに,ギデンズは,図表5

-　9　-



図表5　ギデンズの構造化理論

様相性

相互行為

社会(組織)

意味作用 

解釈図式 

コミュニケーション 

正当化 

規範 

道徳性 

i支配 

便益 

権力 

(パワー) 

構造･様相･行為それぞれに3つの側面があり,複雑に絡み合っている｡
この構造化の所産として社会(組織)が創られる｡

出所: Giddens, A., New Rules of Sociological Method, Hutchinson, 2nd. ed., 1993. (松尾精丈,藤井達也,小幡正敏訳『社会学の

新しい方法基準一理解社会学の共感的批判-』而立書房, 2000)訳書p.214を大幅に加筆修正U

のように個人行為(相互行為),様相,構造それぞれに3つの次元が存在することを明らかにし,棉

造化の説明をより詳しく具体的に展開させる｡以下少々長いが,ギデンズの説明を引用することにす

る｡

｢私(ギデンズー本稿筆者注)のいう『様相』とは,社会的再生産の過程における,相互行為と構

造の媒介のことをさす｡ 1列目の諸概念は相互行為の属性を示し,他方3列日の諸概念は構造の特性

描写である｡相互行為における意味のコミュニケーション(communication)は,それぞれの参加者

の言動が参加者によって意味を《理解される≫ための,その手段となる解釈図式(interpretative

schema)の使用を必然と伴う｡そのような認知図式(解釈図式のこと一本稿筆者注)の適用は,棉

互知識(mu山al knowledge) (社会的相互行為の際に必要な同行為に対する常識的理解のこと一本稿

筆者注)の枠内では共同体によって共有される『認知的秩序(図中の意味作用(signi丘cation), 《世

界観≫のこと一本稿筆者注)』に依拠し,またそうした『認知的秩序』から得られる｡しかし,解釈

図式の適用は,一方でそのような認知的秩序に依拠しながら,同時にその認知的秩序を《再構成す

る≫のである｡相互行為における権力(power)の使用は,参加者が,他者の行動に影響を与えるこ

とで結果を生み出すことが可能となる,便益(血cility)の適用を必然的に伴う｡便益は,支配

(domination)の秩序から得られると同時に,便益が用いられることで,支配の秩序を再生産する｡

最後に,相互行為の道徳(morality)的構成(およびサンクション(sanction)一本稿筆者注)は,

正当(1egitimation)的秩序から得られる規範(norm)の適用を必然的に伴うが,それにもかかわら
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ず,まさにそうした規範の適用によって正当的秩序を再構成するのである｣36)｡ちなみに,後述する

構造化理論を応用した組織倫理研究は,概ねこの正当化秩序と規範を倫理と(イコールあるいは一部

として)読み替えているようである｡

さて,ギデンズの理論では,この様相を通して構造に従った行為あるいは構造を利用した行為,な

いし構造を再構築するような行為が秩序立てられ結びつき,それによって出来上がる全体(単なる行

為の寄せ集めを意味しない)として社会システム(組織はその1種)が捉えられている｡つまり,ギ

デンズは,構造化の所産として出来上がる全体を社会システムと捉えるわけである｡さらにギデンズ

は,この行為と構造の創り創られる関係(構造化)が社会システムへとなっていくそのロジックを,

記号論の統辞的関係と範列的関係のロジックを用いて説明している37)｡詳細は前著に譲るとして,こ

の記号論のロジックを用いることで,行為と構造そして社会システムの関係は, ｢構造に対する知識

を持つ行為者が様相を利用して行為を選び取り,その選び出した行為を相互に結びつけていくことで

システムを創るのみならず,逆にその秩序立てられた相互行為によって構成されたシステムの状態が

即座に構造そして様相を通じて行為者の次なる行為を決定していく｣というような創り創られる関係

として捉えることが出来る｡つまり,ギデンズの示す行為と社会(組織)の関係は,行為と社会(組

級)のどちらかが一方的にもう一方を創るのではなく,どちらもが創る側でありかつ創られる側であ

り,さらには一方を創ることがイコール自らを創ることになるという相互が浸透した二重の関係にあ

るのである｡

以上が構造化理論のごくごく簡単な概要であるが,では次に,この構造化理論を用いて組織倫理研

究を行なっている2つの先行研究(メスナ一,デイラード&ユーサス)を見ていくことにしよう｡そ

して,さらに本稿筆者の前著における研究を踏まえ,構造化理論の組織倫理研究への応用の有効性を

検討していくことにしよう｡

4-3.構造化理論を応用した組織倫理とその形成プロセス分析の有効性

①メスナ-の所論38)

メスナ-は,今日,会計(accounting)実践の倫理的重要性がますます増してきているとしてい

る｡そして,その会計という実践には,技術としての側面(accounting as technique)と社会的実践

としての側面(accounting as a social practice)の二側面が存在し,会計をより倫理的な実践とする

のであらば,このうちの後者にスポットを当てる必要があるとしている(図表6参照)｡技術として

の会計への注視は,すなわち効率的なマネジメントの道具としてしか会計を見ることを出来なくさ

せ,より道徳的な関連をもつことを相対的に出来なくさせてしまう｡技術としての会計は,ルールに

従って正しく実施されれば,道徳的に価値あるようになされたと考えるのである｡たとえば,アカウ

ンタビリティは,この技術としての会計の上に立った道徳的なシステムであり,それゆえメスナ-
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図表6　会計の2つの側面

は,アカウンタビリティを非常に限定された倫理･道徳の上に立ったシステムの最たる例であるとす

る｡しかし,実際は,会計実践は単なる技術ではなく, ｢会計が行われる方法に潜在的なインパクト

を与えるパワー関係や規範,解釈枠組みのコンテクストにおいて生じる｣39),つまり,文脈依存的な

社会的実践でもあるのである｡それゆえ,その会計実践の倫理性は,その文脈の吟味を差し置いて議

論し得ないものであり,つまり実践がルールに従ったか否かもさることながら,それよりも従うべく

ルールそのものが倫理的に妥当なものなのか否かを同時に吟味する必要があるのである｡

以上のようにして,メスナ-の議論は,会計という実践が倫理的なものであるために,会計実践と

制度的･社会的文脈との相互影響関係を注視することの重要性へと展開するのであるが,その相互影

響関係を把握するひとつのアイデアとしてここでギデンズの構造化理論(図表5参照)が応用される

ことになる｡構造化理論を応用することで,先に示したように, ｢会計が行われる方法に潜在的なイ

ンパクトを与えるパワー関係や規範,解釈枠組みのコンテクスト｣40),つまり正当化･支配･意味の

秩序(構造)ならびに規範･便益･解釈枠組み(様相性)と,会計実践(行為)との複雑な相互影響

関係が把握可能となる｡そして,その把握から組織においていかなる倫理的(ないし非倫理的)価値

(正当化秩序･規範),倫理的な会計実践が共有され,いかにしてそれらが形成されていくのかを明ら

かにすることができるというのである｡そして,このような捉え方で会計の倫理性を吟味しなけれ

ば,会計は真に倫理的な責任(responsibility)を果たせないとするのである｡ここでメスナ-は,

個々の会計実践と相互影響関係にある構造や様相性として,社会と組織双方のそれ(構造と様相性)

を想定しており,つまりは社会一組織一相互行為(会計実践)という3つの相互影響関係を想定して

議論をしている｡この点もこの議論の興味深い点である｡

- 12-



図表7　倫理の構造化モデル

出所: Dillard, J. F. & K Yuthas, "EthicalAudit Decisions : A Structuration Perspective:'Journal of Business Ethics, 36-1/2,

2002,p.56.

②デイラード&ユーサスの所論41)

デイラード&ユーサスによれば,倫理的な意思決定(ethicaldecisionmaking)に関する諸理論

(たとえば認知心理学的なアプローチ)の多くは,それらに大きな影響を与えるだろう社会的･制度

的構造(socialand institutional structures)の存在を無視し,あたかも真空状態(a vacuum)のなか

で意思決定が行なわれているかのように議論を展開している42)｡しかし,組織における倫理的な意思

決定そしてそれに伴う倫理的行動は,社会構造の影響なくして語れないのだという｡そこで持ち出さ

れたのが,ギデンズの構造化理論である｡彼らは,構造化理論を図表7のごとく修正･応用した｡つ

まり,現前状況(circumstance of co-presence)における社会的相互作用において,構造の諸要素か

らの影響を受けながら倫理が構造化され,それと行為者自らの意識が付け合わされて倫理的選択ない

し行動が行為者によってなされるという倫理形成モデルを提示した｡彼らのモデルの新規性は,この

｢倫理の構造化(ethical stmcturing)｣ 43)という概念とそのプロセスであろう｡この倫理の構造化は,

図にあるように,既存の価値･規範(ギデンズのいう正当化秩序)に影響を受けた資源(支配秩序)
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と解釈ルール(意味秩序)から影響を受けつつ行なわれ,翻って逆にそれらに影響を与えるという相

互影響ないし再帰的な関係にあるのが特徴である｡それゆえ,これは,ギデンズの言う様相性を彼ら

の研究にあわせて修正したものだと考えられそうだ｡

ただし,彼らの議論は,社会構造と行為との相互影響関係の議論であり,社会一組織一相互行為と

いった三層に渡るものではない｡そのため組織倫理のダイナミックな形成を完全には網羅出来ず,そ

れゆえ,本稿の求めるモデルとは若干異なる｡しかし,メスナ-同様,倫理というものが,支配秩序

や意味作用といった他の構造的要素に強く影響を受けながら形成され,また実践を通して強化された

り,変容したりするさまを描いており,非常に興味深い議論であるといえよう｡

③閉場の議論44)

本来,本稿筆者の『組織不祥事』 (文晃堂, 2007年)における議論は,組織不祥事を起こした組織

においていかなる｢組織文化(組織で共有される価値と意味の体系)｣がいかに形成されていったか

を構造化理論を応用して明らかにするという議論である｡しかし,倫理も1つの価値であり,組織倫

理を組織で共有される倫理的な価値であると考えることが出来る｡しかも,上述のような構造化理論

の組織倫理研究への鮮やかな応用とその有意義をみていると,本稿筆者のモデルにおいても組織倫理

を分析したり,またその形成のプロセスを明らかにしたりすることへの貢献が可能なのではないかと

考えられる｡

本稿筆者のモデル(｢組織文化に対する構造化理論アプローチ｣と呼称)は,ギデンズの構造化理

論とそれを組織論に応用したバーリー(S.R.BarleIY)の所論などを用い,時間的な連続性を伴った

組織文化の構造化モデルであった(図表8参照)｡同モデルの有効性は,構造化の9つの要素(図表

6と図表8参照)が複雑に絡みあって進行する一筋縄ではいかぬプロセスとして組織文化の形成のプ

ロセスを明らかにし,またそれと共に,その形成された組織文化の内容を明らかにすることが出来る

という点にある｡同著では,決して十分とはいえないが,簡単な例証(4つの組織を対象に)を行

なった｡それによると,実際に組織文化が市場の競争圧力や制度上の同調圧力などの社会からの圧力

(影響)を受けながら,とりわけ支配秩序や権力に翻弄され絡まりながら構造化を繰り返すことで形

成され,やがて社会の求めとは程遠い姿になってしまう(安全軽視,顧客軽視の文化の醸成)という

様を明らかにすることが出来たのである｡

上述した他の先行研究のように正当化秩序と規範を倫理と読み替えるならば,同モデルにおいても

権力関係や意味秩序,そしてポリティカルな活動などと絡み合いせめぎ合いながら形成されていく組

織倫理とその実践(行為)を詳らかにすることが出来るのではないだろうか｡さらには,本モデルの

特徴であるその時問的連続性のなかで倫理が形成,強化あるいは変化していく様を理解することが可

能となるはずである｡たとえば,飽食の時代かつ賞味期限･消費期限などのラベルに依存する世の中

- 14-



図表8　構造化理論の組織文化論への応用

出所:拙著『組織不祥事一組織文化論による分析-』文民堂, 2007年, p. 104.
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の風潮と市場の俄烈な競争圧力,そして業績の向上に食欲な一部の権力者の横暴(あるいは世間の流

れに疎い鈍磨な経営陣の無知)といったものが, ｢もったいない｣という倫理的道徳的な精神を穿っ

たものにし,不祥事(賞味期限の改ざんや期限切れ食材の再利用など)の引き金となってしまうと

いったようなことも本モデルではうまく分析出来るのではないだろうか｡

以上のように,組織倫理の内容の分析を含んだ組織倫理の形成プロセスの分析,つまり組織倫理が

いかにあり,いかに形成されるのかを明らかにする上で,構造化理論を応用することは,その複雑な

全体を把握するために非常に有効でありかつ非常に有意義であるといえよう｡

5.むすびにかえて一組織不祥事の組織倫理的研究の重要性と残された課題一

本稿では,これまで組織不祥事分析において組織倫理的研究がひとつのその切り口としていかに重

要であるかを主張,検討してきた｡そして,特に,今日のような倫理が唆昧あるいは欠如してしまっ

ていると言われる社会では, ｢組織倫理はいかにあるべきか?｣もさることながら｢組織倫理は現在

いかにあり,それはいかに形成されていったのか?｣を明らかにする研究がとりわけ重要であろうこ

とを主張した｡さらには,十分とは言えないが若干の先行研究の検討から,その組織倫理の形成プロ

セスの分析には,構造化理論を応用したモデルが有効でありかつ有意義であることがわかった｡

しかし,本稿の検討は,無論本研究の端緒でしかなく,まだまだ残された課題が山積している｡と

りわけ以下の3点は,重要かつ早急な解決課題と言えよう｡

まず, 1つ目は,そもそもの今日の世界観の確からしさである｡本稿では,高名な三人の思想家,

社会科学者の議論を拝借し,今日の世界観･社会観としている｡たしかに経験的には領ける点が多

い｡しかし,本当に確かか?　実証研究もふまえ,さらなる検討が必要であろう｡

つぎに, 2つ目は,組織倫理の形成プロセス分析モデルのさらなる検討の必要性である｡たしか

に,本稿で取り上げた研究は,有意義でかつ有効性を持っていた｡しかし,議論をし尽くしたとは言

い難く,より細やかな議論と精微な独自のモデル構築に関する検討がさらに必要である｡また,それ

ゆえ,もちろん本議論は,リサーチ段階には遠く及ばず,モデル構築と共に,いかにリサーチするか

についても検討が必要である｡

そして,最後が,本モデルの経営実践への政策提言可能性である｡本稿で主張したように｢組織倫

理がいかにあるのか?　いかに形成されたのか?｣を明らかにすることは意義深い｡しかし,明らか

にした後いかにすべきか?も明らかにすることと同様に重要であり,また大きな問題である｡つまり

本稿で言うところの｢いかにあるべきか?｣そして｢優れた倫理をいかに導入するか?｣といった研

究といかに接続していくかが問題となるだろう｡

以上のように,本稿の議論は,ようやく端緒に着いたばかりであり,さらなる検討が必要であるこ
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とは言うまでもない｡
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